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行
政
相
談
委
員
に
相
談
し

て
み
ま
せ
ん
か

　

行
政
相
談
委
員
の
定
例
相
談
を
実

施
し
ま
す
。
定
例
相
談
は
毎
月
１
回

第
３
水
曜
日
に
開
催
し
て
い
ま
す
。

▼
猪
苗
代
町
行
政
相
談
委
員

　

宮
沢　

重
正
さ
ん（
下
舘
）

　

☎（
66
）３
９
９
５

▼
開
催
日
時　

11
月
17
日（
水
）、

　

12
月
15
日（
水
）

　

午
後
１
時
～
午
後
３
時

▼
開
催
場
所　

町
役
場
３
階
日
本
間

▼
そ
の
他　

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
業
務

☎（
62
）２
１
１
１

女
性
の
人
権
問
題
は
電
話

で
相
談
し
よ
う

　

法
務
省
人
権
擁
護
局
と
全
国
人
権

擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、
11
月
15
日

　

・
２
級　

３
３
，
８
０
０
円

▼
支
給
制
限

　

受
給
資
格
者
お
よ
び
そ
の
扶
養
義

務
者
な
ど
の
所
得
が
限
度
額
以
上
あ

る
場
合
は
、
そ
の
年
度（
８
月
か
ら

翌
年
７
月
）は
手
当
の
支
給
が
停
止

さ
れ
ま
す
。

▼
そ
の
他

　

障
害
の
種
類
や
程
度
、
所
得
制
限

限
度
額
な
ど
手
続
き
に
関
す
る
詳
細

に
つ
い
て
は
、
左
記
ま
で
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

県
児
童
家
庭
課

☎
０
２
４（
５
２
１
）７
１
７
６

保
健
福
祉
課　

社
会
福
祉
業
務

☎（
62
）２
１
１
５

日
本
脳
炎
第
２
期
の
予
防

接
種
に
つ
い
て

　

町
で
は
、
７
月
か
ら
第
１
期
対
象

者（
生
後
６
月
～
90
月
）へ
の
日
本

脳
炎
予
防
接
種
を
再
開
し
た
と
こ
ろ

で
す
が
、
11
月
か
ら
第
２
期
対
象
者

（
接
種
日
現
在
で
９
歳
以
上
13
歳
未

満
）へ
の
接
種
も
再
開
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　

第
２
期
対
象
年
齢
で
第
１
期（
計

３
回
）が
済
ん
で
い
る
人
は
第
２
期

接
種
を
、
第
１
期
接
種
が
済
ん
で
い

な
い
人
は
未
接
種
分
を
接
種
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

接
種
を
希
望
す
る
場
合
は
母
子
手

帳
を
持
っ
て
保
健
福
祉
課
ま
で
お
越

し
く
だ
さ
い
。
接
種
履
歴
を
確
認
の

上
、
予
診
票
を
渡
し
ま
す
（
個
別
通

知
は
し
ま
せ
ん
）。

▼
接
種
料
金

　

対
象
者
は
無
料
（
公
費
負
担
）

▼
接
種
方
法

　

医
療
機
関
で
の
個
別
接
種
に
な
り

ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課　

健
康
づ
く
り
業
務

☎（
62
）２
１
１
５

過
疎
地
域
の
活
性
化
に
つ

い
て
考
え
よ
う

　

過
疎
・
中
山
間
地
域
の
人
口
減
少

と
高
齢
化
に
よ
り
、
地
域
力
が
低
下

し
限
界
集
落
も
出
て
き
て
い
ま
す
。

将
来
に
向
け
、
ど
の
よ
う
な
ビ
ジ
ョ

ン
を
持
ち
、
何
を
し
て
、
ど
こ
へ
向

か
え
ば
い
い
の
か
。「
交
流
」と
い
う

視
点
か
ら
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
「
交
流
に
よ
る
集
落
活
性
の
可
能

性
」と
題
し
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

開
催
し
ま
す
。

▼
開
催
日
時　

12
月
４
日
（
土
）

　

午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

▼
開
催
場
所　

会
津
若
松
市
役
所

　

北
会
津
支
所　

ピ
カ
リ
ン
ホ
ー
ル

▼
内
容

第
１
部

いなわしろタウンページTown Information まちのお知らせ

相　

談

（
月
）か
ら
21
日（
日
）ま
で
を
「
女

性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週

間
と
し
て
、
夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら

の
暴
力
や
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
な
ど
、

女
性
の
抱
え
る
人
権
問
題
に
つ
い
て

電
話
相
談
を
実
施
し
ま
す
。
相
談
は

無
料
で
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、

気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
期
間

　

11
月
15
日（
月
）～
21
日（
日
）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

※
た
だ
し
、
20
、
21
日
は
、
午
前
10

時
～
午
後
５
時

※
強
化
週
間
の
期
間
以
外
の
日（
土
・

日
・
祝
日
を
除
く
）も
相
談
に
応
じ

て
い
ま
す（
午
前
８
時
30
分
～
午
後

５
時
15
分
）。

▼
相
談
専
用
電
話

☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

（
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

福
島
地
方
法
務
局　

人
権
擁
護
課

☎
０
２
４（
５
３
４
）１
９
９
４

特
別
児
童
扶
養
手
当

～
障
害
の
あ
る
お
子
さ
ん
の
た
め
に
～

　

こ
の
手
当
は
、
身
体
・
精
神
に
中

度
ま
た
は
重
度
の
障
害
が
あ
る
20
歳

未
満
の
児
童
を
監
護
・
養
育
し
て
い

る
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
【
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
手
当
は

　

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
】

　

①
手
当
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
、

　

対
象
児
童
が
日
本
に
い
な
い
場

　

合

　

②
児
童
が
肢
体
不
自
由
児
施
設

　

・
知
的
障
害
児
施
設
な
ど
に
入

　

所
し
て
い
る
場
合

　

③
児
童
が
障
害
を
理
由
と
し
て

　

厚
生
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
を

　

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

▼
手
当
を
受
け
る
手
続
き

　

次
の
書
類
を
添
え
て
役
場
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
認
定
請
求
書
（
役
場
で
配
布
）

②
請
求
者
、
対
象
児
童
の
戸
籍
謄
本

ま
た
は
抄
本
お
よ
び
世
帯
全
員
の
住

民
票

③
所
定
の
診
断
書（
療
育
手
帳

「
Ａ
」
お
よ
び
身
体
障
害
者
手
帳

「
１
・
２
・
３
級
」
の
場
合
は
そ
の
写

し
で
診
断
書
を
省
略
で
き
る
場
合
が

あ
り
ま
す
）

④
通
帳
の
写
し

⑤
そ
の
ほ
か
必
要
な
書
類

▼
手
当
の
支
払
い

　

提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
、
県

知
事
が
認
定
し
ま
す
。
認
定
さ
れ
る

と
、
請
求
し
た
月
の
翌
月
か
ら
年
３

回
、
４
カ
月
分
の
手
当
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

▼
手
当
の
月
額

　

・
１
級　

５
０
，
７
５
０
円

募　

集

　

町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

２
階　

調
理
室
・
和
室

▼
持
ち
物　

エ
プ
ロ
ン
・
三
角
巾
・

手
ふ
き
タ
オ
ル
・
筆
記
用
具

▼
対
象
者　

町
内
に
住
む
男
性　

先
着
16
人

▼
参
加
費　

５
０
０
円（
材
料
費
）

※
当
日
お
支
払
い
く
だ
さ
い

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課　

健
康
づ
く
り
業
務

☎（
62
）２
１
１
５

・
基
調
講
演（
１
）

　
「
宝
探
し
と
交
流
か
ら
持
続
可
能

　

な
地
域
づ
く
り
」

　

会
津
大
学
短
期
大
学
部
教
授

　

牧
田　

和
久
氏

・
基
調
講
演（
２
）

　
「
交
流
を
通
じ
た
東
和
の
ふ
る
さ

　

と
づ
く
り
」

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ゆ
う
き
の
里
東
和
ふ

　

る
さ
と
づ
く
り
協
議
会

　

理
事
長　

大
野　

達
弘
氏

・
空
き
家
の
利
活
用
に
つ
い
て

　

空
き
家
古
民
家
相
談
セ
ン
タ
ー

第
２
部

・
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

　

テ
ー
マ
「
交
流
人
口
拡
大
に
よ
る

　

集
落
活
性
化
の
可
能
性
」

▼
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
先

商
工
観
光
課　

商
工
観
光
業
務

☎（
62
）２
１
１
７

　

syoukan@
tow

n.inaw
ashiro.

fukushim
a.jp

男
性
だ
っ
て
楽
し
く
料
理

男
の
料
理
教
室

　

町
食
生
活
改
善
推
進
員
会
で
は
、

本
年
度
も「
男
の
料
理
教
室
」を
開

催
し
ま
す
。
内
容
は
、
旬
の
食
材
を

使
っ
た
簡
単
な
メ
ニ
ュ
ー
の
調
理
と
、

保
健
師
に
よ
る
栄
養
と
健
康
に
つ
い

て
の
話
で
す
。

▼
開
催
日
時　

12
月
１
日
（
水
）

午
前
９
時
30
分
～
午
後
２
時

▼
開
催
場
所

会
津

若
松

市
北

会
津

町
中

荒
井

字
諏

訪
前

11
　

　
　

会
津

若
松

地
方

消
防

設
備

協
会

住
宅

用
火

災
警

報
器

ア
ン

ケ
ー

ト
事

務
局

　
行

※
記

入
し

て
い

た
だ

い
た

個
人

情
報

は
、

抽
選

と
商

品
の

　
発

送
だ

け
に

使
用

し
ま

す
。

50
円

切
手

を
必

ず
は

っ
て

く
だ

さ
い

郵
便

は
が

き ９
６

５
０

１
３

１

付いてますか　住宅用火災警報器
アンケートに答えて住警器をもらおう
　住宅用火災警報器の設置はお済みですか？火災の早期発見で、逃げ遅れなどから大切な命
を守るため、消防法により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

（アンケートの内容・応募方法は、裏面へ）

児　

童
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生
態
系
を
守
る
た
め
、
外

来
種
の
駆
除
を

　

ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス（
オ
オ
ク
チ
バ
ス
、

コ
ク
チ
バ
ス
）、
ブ
ル
ー
ギ
ル
は
特

定
外
来
生
物
で
す
。
特
定
外
来
生
物

は
、
既
存
の
生
物（
タ
ナ
ゴ
類
な
ど
）

を
捕
食
し
、
現
在
あ
る
生
態
系
を
壊

し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
こ

れ
ら
の
魚
を
保
管
し
た
り
、
別
な
場

所
に
運
ん
だ
り
、
自
宅
で
飼
っ
た
り
、

誰
か
に
譲
っ
た
り
、
譲
り
受
け
た
り

す
る
こ
と
は
、「
特
定
外
来
生
物
に

関
す
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防

止
に
関
す
る
法
律
」に
よ
り
禁
じ
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
湖
で
釣
っ
た
オ
オ
ク

チ
バ
ス
を
生
き
た
ま
ま
水
の
入
っ
た

ク
ー
ラ
ー
ボ
ッ
ク
ス
に
入
れ
て
そ
の

ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
は「
保
管
」

に
該
当
し
、
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

▼
こ
れ
ら
の
魚
を
釣
っ
て
し
ま
っ
た

ら
？

　

こ
れ
ら
の
魚
は「
運
搬
」も
禁
止

さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
場
で
加
熱

調
理
し
て
食
べ
る（
も
と
も
と
食
用

と
し
て
輸
入
さ
れ
た
）か
、
処
分
す

る
な
ど
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
こ

れ
ら
３
種
類
の
魚
を
放
流
す
る
こ
と

は
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
放
流
現
場

を
発
見
し
た
と
き
は
、
最
寄
り
の
警

察
署
に
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

　

日
本
独
自
の
生
態
系
を
守
る
た
め
、

特
定
外
来
生
物
の
防
除
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

▼
参
考　

環
境
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

http://w
w

w
.env.go.jp/nature/

intro/index.htm
l

▼
お
わ
び
と
訂
正

　

先
月
号
の
オ
オ
ハ
ン
ゴ
ン
ソ
ウ
の

記
事（
24
ペ
ー
ジ
）に
誤
り
が
あ
り

ま
し
た
。
深
く
お
わ
び
し
て
訂
正
し

ま
す
。

○
高
さ

誤　

５
㌢
～
30
㌢

正　

50
㌢
～
３
０
０
㌢

○
形
態

誤　

葉
に
は
毛
が
生
え
て

正　

葉
の
裏
に
は
毛
が
生
え
て

▼
問
い
合
わ
せ
先

企
画
財
務
課　

企
画
調
整
業
務

☎（
62
）２
１
１
２

民
税
１
期
督
促
状
の
公
示
送
達
に
つ

い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
１
２
３
号
「
平
成
22
年
度
固
定

資
産
税
２
期
督
促
状
の
公
示
送
達
に

つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
１
２
４
号
「
平
成
22
年
度
国
民

健
康
保
険
税
第
１
期
督
促
状
の
公
示

送
達
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
１
２
５
号
「
平
成
21
年
度
町
県

民
税
３
期
督
促
状
の
公
示
送
達
に
つ

い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
１
２
６
号
「
猪
苗
代
町
新
事
業

移
行
促
進
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
」

いなわしろタウンページTown Information まちのお知らせ

お
願
い

告　

示

・
第
１
１
９
号
「
差
押
書
の
公
示
送

達
に
つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
１
２
０
号
「
督
促
状
の
公
示
送

達
に
つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
１
２
１
号
「
債
権
差
押
書
の
公

示
送
達
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
１
２
２
号
「
平
成
22
年
度
町
県

　
　

　
　

　
　

　
　

  ア
ン

ケ
ー

ト
　

質
問

は
２

つ
で

す
。

①
・

②
の

ど
ち

ら
か

を
選

ん
で

、
下

の
回

答
欄

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

Ｑ
１

　
平

成
23

年
６

月
ま

で
に

、
す

べ
て

の
住

宅
に

住
宅

用
火

災
警

報
器

の
設

置
が

義
務

付
け

ら
れ

た
こ

と
を

知
っ

て
い

ま
す

か
　

①
　

は
い

　
　

　
②

　
い

い
え

Ｑ
２

　
あ

な
た

の
家

に
は

住
宅

用
火

災
警

報
器

が
つ

い
て

い
ま

す
か

　
①

　
は

い
　

　
　

②
　

い
い

え
　

　
　

　
　

　
　

　
　

回
答

欄

氏
　

名
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年
齢
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住宅用火災警報器の設置を促進するため、アンケートに答えていただいた皆さんの中から、
抽選で 100 人に住宅用火災警報器を差し上げます。
○応募方法　応募はがきにかならず 50 円切手をはり、必要事項を書いて送付してください。
○応募資格　町内に住んでいる人　　○注意　当選者の発表は賞品の発送をもって代えます。
○締め切り　12 月 31 日（金）当日の消印有効　　
○応募・問い合わせ先　消防本部予防グル―プ　☎（59）1403
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　家屋の異動があった場合は届け出を

　家屋の固定資産税は、毎年１月１日現在家屋を所有してい
る人に課税されます。家屋の新築、増築、取り壊し、所有者
変更などの異動があった場合は、届け出をしてください。

●家屋を取り壊した場合　
　取り壊した年は課税されますが、届け出をした翌年からは課税さ
れません。
○登記が遅れる場合または未登記家屋の場合
　取り壊した家屋の床面積の大小にかかわらず、税務課に「家屋異
動申告書」を提出してください。後ほど、職員が現地を確認します。
○登記されている家屋の場合
　該当する家屋の所在地を管轄する法務局で建物滅失登記をする必
要があります。登記が完了すると、法務局から町へ通知が届きます
ので、町への届け出は必要ありません。

●家屋を新築、増築した場合
　家屋が完成した年の翌年から課税されます。職員が評価額算出の
ための調査に伺います。調査の内容は、家の間取りや最終的な各部
屋の仕上げなどの確認になります。調査の時間はおよそ１時間 30
分程度です（床面積の大小により変わります）。
　基本的に職員が文書や電話などにより日程を調整しますが、連絡
をいただければ随時調査に伺います。

●家屋の所有者が変わった場合
　届け出により取得した年の翌年から課税されます。
○登記が遅れる場合または未登記家屋の場合
　相続や売買などにより所有者が変更になった場合は、税務課に「家
屋異動申告書」を提出してください。新たな所有者を確認した上で、
翌年から課税します。
○登記されている家屋の場合
　法務局で所有権移転登記をすると、法務局から町へ通知が届きま
すので、町への届け出は必要ありません。
※これらの異動について届け出がない場合、事実の把握が困難にな
ります。必ず届け出をしてください。

　また、家屋の新増築や取り壊しは、住宅用地に対する課税標準の
特例に関係することがあります。
※住宅用地に対する課税標準の特例
　住宅の敷地に使用されている一画地を住宅用地といいます。住宅
用地については、その税負担を軽減する必要から、その面積の広さ
によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用さ
れます。特例額は次のとおりです。
○小規模住宅用地　住宅の敷地で住宅１戸について 200 平方㍍以
下の土地。課税標準額は、土地の決定価格の６分の１。
○一般住宅用地　住宅の敷地で住宅１戸について 200 平方㍍を超
える部分で、住宅の総床面積の 10 倍までの土地。課税標準額は、
土地の決定価格の３分の１。※ 10 倍を超える部分の土地について
は、住宅用地の適用はありません。

　固定資産税の適正な課税のため、毎年４月に送付する課税資産（土
地・家屋）明細書を確認し、必ず届け出をしてください。
　登記については、法務局、司法書士や土地家屋調査士にご相談く
ださい。

●問い合わせ先　　福島地方法務局若松支局　☎（27）1501
　　　　　　　　　税務課　賦課業務　　　　☎（62）2113

掲
示
板

（上）オオクチバス
大きな口が特徴

（下）ブルーギル
体高が高く、体の
側面に帯状の模様

（写真）環境省ホ－ムページ


